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平成２５年度 第 3 回富田林市都市計画審議会 議事録 

 

平成 26 年 2 月 20 日開催 

市役所 2 階 全員協議会室 

 

○富田林市都市計画審議会委員 

 ・出席委員 

置田 修、山元直美、土井廣和、石原三和、吉村 善美、増田 昇、阪野拓也、若林 学、高山裕

次、上原幸子、西川宏郎、吉年千寿子、京谷精久、司やよい、奥田良久、山内庸行、渡邉ヒロミ 

 

 ・欠席委員 

鈴木 憲、川谷洋史、垂水 弘、林 光子 

 

 

○事務局 

皆見貴人、坂本信行、仲野仁人、森木和幸、原田揚子、粂田尚宏、泉 浩行、鷹野友美、望月 授 

 

 

 

 

≪事務局：粂田≫ 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から平成 25 年度第 3 回富田林市都市計画審議会を開催さ

せていただきます。 

本日の司会をさせていただきます、まちづくり推進課の粂田と申します。よろしくお願いいたします。 

委員の皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

それでは、まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

会議次第、委員名簿、配席図、議案書、資料、そして本日、資料の差し替え分がございます。 

差し替え分につきましては、資料の１９ページ、２１ページ、２２ページ、３１ページの一部に誤り

がございます。本日お配りさせていただきました方をご覧いただくようにお願いいたします。 

配布資料に漏れなどはございませんでしょうか。 

本日は、委員総数 21 名中、１８名にご出席をいただいておりまして、審議会条例第 5 条第 2 項によ

る定足数をみたしておりますことをご報告させていただきます。 

なお、『鈴木委員』、『林委員』、『垂水委員』におかれましては、本日はご欠席との連絡をいただいてお

りますので、ご報告申し上げます。『川谷委員』につきましては、少し遅れられるとの連絡をいただいて

おります。 

ご承知のとおり、本審議会の議事は、本市の「会議の公開に関する指針」により公開することとなっ

ております。あらかじめご了承願います。 

では、議事に入ります前に、事務局よりお知らせがあります。 
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ご発言の際には、お手元のマイクのボタンを押してから、ご発言していただきますようお願いいたし

ます。 

また、今回の審議会の議事とは関係ございませんが、先日、別途配布させていただいております「都

市計画緑地石川河川公園の一部区域廃止に伴う要望について」のご説明させていただきます。前回の審

議会でご審議いただきました「東部大阪、南部大阪都市計画緑地の変更（大阪府決定）について」は、

審議会の中で河川施設内の公園の整備に関しては、地元の意向を十分踏まえて検討されることを大阪府

へ要望することになっておりましたので、配布させていただいたとおり要望書を提出しましたことをご

報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以後の進行は増田会長にお願い申し上げます。 

 

≪議長：増田会長≫ 

みなさん、おはようございます。今週、明日は大丈夫そうね。二週ほど続いて雪で、大変やったです

けれども、それでは、これから平成 25 年度の第 3 回富田林市都市計画審議会を開催させていただきた

いと思います。宜しくお願いいたします。それでは、座って進行させていただきます。 

本日の議案ですけれども、議第 1 号、議案が 1 件と報告案件 1 件の計 2 件でございます。会議次第

に基づきまして進めてまいりたいと思いますので宜しくお願いしたいと思います。 

それでは、初めに、『議第 1 号』、これは過去に 4 回ほどここにご報告をしてきましたけれども、本日

付議ということで『富田林市都市計画マスタープランの時点修正について』事務局より説明をお願いし

たいと思います。 

 

≪事務局：鷹野≫ 

まちづくり推進課の鷹野と申します。よろしくお願いします。 

それでは、議第１号といたしまして「富田林市都市計画マスタープランの時点修正について」説明を

させていただきます。資料は 3 ページとなります。 

また、資料 11 ページには、本マスタープラン時点修正についての概要版を添付いたしておりますの

で、そちらの方もあわせてご覧ください。 

本議案は、平成２３年度に１回、平成２４年度に２回、今年度に１回と、これまでに計４回の報告を

しており、本審議会において最終の審議を図るものです。それでは、これまでもご説明してきましたが、

今回の時点修正の背景及び修正内容について、再度ご説明をさせていただきます。 

まず、都市計画マスタープランとは、都市計画法第１８条の２に基づき、まちづくりの基本理念、都

市整備の方針や地域別まちづくりの方針などについて示すものです。計画対象地域は、富田林市域とな

ります。策定は、平成１９年 3 月で、目標期間は、１０年間となっており、上位計画である大阪府のマ

スタープランにあたる「南部大阪都市計画区域マスタープラン」と市の総合計画に合う形で策定されて

います。 

今回、本マスタープランの時点修正を行うに至った背景としましては、平成１９年に策定された都市

計画マスタープランの目標年次である平成２９年の中間地点になること、南部大阪都市計画区域マスタ

ープラン等の上位計画の改訂、策定以降の経年変化による事業進捗状況の反映という３点が主にあげら

れます。今回の時点修正は、この、「経年変化による事業進捗状況の反映」が主なものとなっており、平
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成１９年策定時から現在までの間に完了及び変更した計画や事業について、その内容を反映してまいり

ます。 

それでは、修正内容の主なものについて、ご説明いたします。まず、こちらは、都市マス１３ページ

に掲載されております、用途地域図です。平成２２年度に行った、喜志地区、金剛錦織台地区の線引き

及び用途地域変更を、反映いたします。 

次に、こちらは都市マス２９ページに掲載されております、土地利用方針図です。用途地域図の修正

と同様に線引き及び用途地域変更、これに加え、平成２５年に行った「富田林市農業振興地域整備計画」

の見直しにおける農用地地区の変更により、土地利用の方針が大きく変更となった箇所について、変更

内容を反映させてまいります。 

この土地利用方針において定める土地利用調整エリアは「都市的土地利用と、農地・山林などの自然

的土地利用の調整を図る」ものと位置付けており、本市の「市街化調整区域における地区計画のガイド

ライン」において、地区計画の適用区域と定めております。この「土地利用調整エリア」について本マ

スタープランの中では、「大阪外環状線や国道３０９号といった幹線道路沿道や駅周辺については、広域

的な観点から、商業、文化、交流などの多様な機能を有した施設の適正配置を検討する」と表現してお

りますが、今後、より幅広い土地利用が可能となるよう、「商業」を「産業、医療」という表現に、また、

より具体的な土地利用として「大規模集客施設など」という文言を追加することで、本マスタープラン

策定後に作られた、地区計画のガイドラインとの整合を図るよう修正をいたします。 

次に、こちらは都市マス３３ページに掲載されております、交通施設整備方針図です。こちらについ

ては、平成２３年度から平成２５年度にかけて実施しました、都市計画道路変更を反映いたします。こ

のように、平成１９年策定時から現在までに変更となった箇所について反映をしてまいります。 

また、今回の時点修正では、前回の審議会でもご意見がありましたように、市民意見を反映するため、

パブリックコメントを実施いたしました。実施期間は、１０月２１日から１１月２０日の１カ月で、 

広報誌、ウェブサイトにて周知を行いました。閲覧箇所としましては、まちづくり推進課及び情報公開

課窓口、ウェブサイト、その他図書館や公民館などの公共施設１６カ所にて時点修正案を公開いたしま

した。これに対し、３件の意見が提出されましたので、その内容とそれらに対する市の考え方について

ご説明いたします。 

まず、１つ目に「府道森屋狭山線の慢性渋滞改善のためにも東西方向の都市計画道路の整備を推進し、

国道３１０号との接続をよくしてほしい。」とのご意見をいただきました。このご意見に対しての本市の

考え方でございますが、本市域内の広域幹線道路は、南北路線に比べ、東西路線については軌道敷に遮

断されるなど道路網に課題が残っております。この現状から、大阪府及び本市では、平成２３年度から

平成２５年度にかけて実施した都市計画道路見直しの中で東西交通の強化を目指し、東西をむすぶ主要

な路線については、計画の存続を決定するなど、大阪府及び近隣市町村とも連携しながら東西交通網の

強化を図っていきたいと考えております。 

２つ目に「金剛地区のニュータウン問題に関して市街化調整区域を活用して大規模商業施設を誘致す

るなど利便性を重視する若者が住みたいと思える街にしてほしい。」とのご意見をいただきました。この

ご意見に対しての本市の考え方でございますが、金剛地区は高度経済成長期の住宅需要に対応するため

開発されたものの、現在ではニュータウン問題の顕著化や市民ニーズの多様化に対応できなくなるなど

重要な課題を抱えていると認識しており、今回のご意見を踏まえ、金剛地区の活性化については、次回
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の全面改訂時の課題として検討していきたい、と考えております。なお、市街化調整区域の活用におけ

る本市の考え方については、次にご説明いたします、３つ目の意見にて同様のご意見があったため、そ

ちらの方でご説明をさせていただきます。 

３つ目に「本市域の東部地域周辺は、市街化調整区域が点在しており、建築規制がされているが、少

子高齢化に対応する意味でも、積極的な開発ができるように見直しをしてほしい。」とのご意見をいただ

きました。このご意見に対しての本市の考え方でございますが、 

現在、区域区分の決定権者は大阪府であり、概ね５年ごとに基本方針を定め、見直しを行っております。

現時点での基本方針では、人口減少・少子高齢化等の社会情勢を踏まえ、原則市街化区域の拡大は認め

ないものとしており、その中でも可能なものとして、住宅系では駅周辺、産業系では幹線道路沿道と要

件を定めております。本市では、市域の約６０%が市街化調整区域という点を踏まえ、本マスタープラ

ンでは、土地利用方針において土地利用調整エリアを設け、市の基本方針等に整合する計画であれば、

都市的土地利用を図れるものと位置づけるなど、地域に合った土地利用を図っていきたいと考えており

ます。以上がパブリックコメントに対する意見とそれについての市の考え方となります。これらの意見

及び考え方については本市ウェブサイトにも公開いたしております。 

今回の時点修正では、これまでご説明いたしました、修正内容に加え、次回の第３次都市計画マスタ

ープランの全面改訂に向けての課題について、記載を追加いたします。それでは、その内容の説明にう

つりたいと思います。 

これまでの都市計画は人口増加に伴う市街地の拡大に対応するため、都市施設の整備を進めるという

ような、拡散型都市構造をとってきました。しかし、人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化から、

土地の高度利用、用途の複合化の検討、公共交通機能の充実そして既存ストックの活用を図るといった、

保全や再生に重きを置いた、集約型都市構造へと転換が求められてきています。また、市街化調整区域

においても、地区計画制度等を活用するなどして、それぞれの土地のポテンシャルを活かした有効活用

を図る必要があります。これらのハード面における課題に対し、ソフト面の取り組みとして、市民協働

の都市づくりが必要になってきます。これまでの都市計画といえば、行政が主導となり手続きを進めて

きましたが、これからは市民の意見を反映できる仕組みづくりが必要になってきます。その仕組みの１

つとして「都市計画提案制度」といった、土地所有者等が都市計画決定権者に対し、都市計画を提案で

きる制度がありますが、このような手法は、現在、市民に深く浸透しているとは言えないため、広く周

知することが必要となります。また、今後このような制度を市民自らが活用していくために、都市計画

に関する市民意識の向上も含め、市民協働の体制づくりについても取り組んでいかなければなりません。

これらの課題について、上位計画である総合計画との整合性を図りながら、次回改訂時における課題と

して記載を追加いたします。以上が、本マスタープランの時点修正における主な内容になります。本審

議会で議決をしたものは、今後、次回の全面改訂時までのまちづくりの方針となります。 

それでは、「議第１号 富田林市都市計画マスタープランの時点修正について」ご審議をよろしくお願

いいたします。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございました。ただいまご報告をいただきました『都市計画マスタープランの時点

修正について』、ご質問、あるいはご意見等はございますでしょうか、いかがでしょうか。はい、『山内
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委員』。 

 

≪山内委員≫ 

内容的には、別に異論はないんですが、私もサラリーマンを長い間やってまして、長期計画をローリ

ングプランでやるのが常識化してるという、本来なら 10 年計画も毎年立てて、初年度がその年の計画

とならないとなんぼこれ、5 年もたってもうたら世の中ゴロっと変わってるのに、まだ 5 年は据え置き

というか、2 点違和感があるんですよね。民間人から見たら。一つは、今のご指摘のように、過去に変

わったことだけを反映しますと、実は、反映は事務的な問題であって、本来の計画からいえば、目的が

あって、それで達成状況がギャップがあるから、計画を見直しますというのが一般的なんですね。それ

に関連して言えば、目的が明確じゃないんですよね。道路をどうする、ああするとでてきますが、その

点、今回パブリックコメントをして非常によかったなぁと、ページ７、8 ですよね。慢性的渋滞を改善

したいとか、東西交通網がどうとか、まぁ、これは長年の問題ですけど、それから、ニュータウン問題、

特に、私は金剛に住んでおります。町総代会から出ておりますけど、私は、金剛と金剛東の代表理事と

いうことになってるんですが、金剛、金剛東は非常に大きな問題をこういう風にかかえてます。昔は、

富田林の発展の証だったんかしれませんけど、今、これからどうしていくんやと、空き家も増えるし、

高齢化も進んでるし、なによりも、旧村と違って、旧村は喜志でも自治の歴史があるんですね。昔、富

田林になる前に。ぼくも知りませんけど。くわしくは。ところが、ニュータウンはないんですよね。本

当に、大きな課題をかかえていると、そういうものの解決の中で、今現状がどうなのか。だからこうす

るんやと。そうでなしに、次のマスタープランでまた考えますいうんじゃ、また、5 年間待つわけです

よね。そんな悠長なことは言えないんじゃないのかなと。だからこのパブリックコメントというのは、

本当に、ええことやなと思います。何のためのマスタープランやということを、皆が何を期待している

か、たとえば今日こうして会議していることを市民は 99.99％しりません。何が話されているのか。そ

ういう意味で、2 点ですね。1 点は、過去の反映が時点修正、これは、4 回も 5 回もやってきて、今頃

何を言ってるねんということやから、あとでコメントだけ聞かせていただいたら結構ですけど。それか

らもうひとつは、見直しのときの、書いてある通りにやったかどうかいうことの見直しみたいな感じや

けど、そうでなしに、本来の解決すべき問題が何なのかという意識が、必要なんじゃないかなと、特に

金剛、金剛東については、そんな悠長な問題じゃないという風に、これが 1 点目ですね。コメントお願

いしたいのが。それからもう 1 点は、最後の 9 ページに非常にいいことが書いてあって、市民協働の都

市づくりであると。意見を反映できるときにちょっとがたっときたのが、土地所有者の意見が反映でき

るとかね、そんなん住んでる人間の意見が反映できないかんわけですよね。そして、こうして書いてあ

るけれども市民意識を向上とか協働の取り組みを強化するとか書いてあるけれど、それ非常に意欲は評

価できるんですけれども具体的にどうするのか言うたらね、今までこんなこと真面目に市役所が考えた

ことないんですよ、市民の意見をほんまに取り上げながら、まあまあ都市計画はまだ８つの地域に分け

たりとか工夫は色々進んでおられるし、いろんな意見も聞く過程も割と丁寧にやっておられると思いま

す。でも、本当に８つに分けた意味が市民に理解されてるかと言ったらそんなことないし、分け方につ

いても市民がそうやねんと納得したわけでもないし。いづれにしても市民側も自分の意見をまとめたり、

はっきり言うて、自分の好きなこと言うのは好きなんですね、市民は僕も含めて。でも全体として意見

をまとめるのは、ものすごい下手なんですね。だから、議会が当然いるわけです。意思決定として、し



 - 6 - 

くみとして。でもやっぱりその前に市民側もやっぱり市民の一人として、反省点ですけど、自分らの意

見をお互い交換し合って、全体的な立場で、自分の好きなこと言うのはいっぱいいてはるんやけど、全

体としてどうあるべきかということをなかなか結論を出すのが下手なんですよね。それは何でか言うと

そんな市民、そんな地域を求めてこなかったということがあるんですね、行政そのものも。市民も行政

任せやった、だから２点目としてはこの今度の計画で、市民の意見を反映する仕組みを考えるて、具体

的にどう考えてつくっていくのか等をお聞かせ願いたい、２点目。３点目は、私も都市計画審議会の委

員をずっとしてるわけじゃないんですけれども、今度のマスタープランをつくるときには、この委員会、

今度は委員会の話ですけれども、作成には、ふつうはどういう風にプロセスに関わっていくのか、ちょ

っと参考までに教えてください。以上３点です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。 

金剛・金剛東のニュータウンに対してどう考えるのかという話と、市民協働みたいなやつの具体的展

開論、最後は、今後第３次の全面改訂時にどういう体制なり、この審議会がどんな関わり方をするのか、

という３点についてコメントございましたらいかがですか。はい、どうぞ 

 

≪事務局：仲野≫ 

金剛・金剛東ですね、については、今あの庁内としても研究会を立ち上げて、今現状把握を行ってる

状況です。おっしゃるみたいに確かにあの、大阪府下で言えば、千里ニュータウンであったり、泉北ニ

ュータウンであったり、再生指針ですね、を策定されて、色々取り組んでおられる自治体もいてはるん

ですけども、まあ富田林市も遅ればせながら、やはり富田林の人口の金剛と金剛東を足したら、３分の

１くらいの人口を占める金剛地区ですね、を活性化することが、市の課題として考えていかなあかんっ

ていう風な形で考えております。今、正直あの、取りかかり始めたところなので、今後どういう風な形

で、展開していけばいいかっていうのも、今色々学識経験者の皆さんのご意見であるとか、他の自治体

の事例であるとか、あと今、国で色々な補助メニューがあるんですけど、そういうスキームも今色々検

討している状況です。で、正直これから、どういう風にしていけばいいのかなっていうのはまだわから

ないんですけども、できるだけ今金剛地区の現状を把握した上で、ベターな施策っていうのをちょっと

考えていきたいなって思っております。あの、都市計画の観点から言えば確かに金剛地区ができた時は

当然ベッドタウンとして開発されておりますので、用途地域としても、緑色ですね、第一種低層であっ

たり、第一種中高層であったり、住居系にすごい特価した色を塗ってしまっているのが現状なので、ま

あ、当時はそれが多分流行りやったんかなと。ただ、今から見ると、商業施設もね、あの一角にしかで

きない、俗にいう近隣センターみたいな形で、金剛地区で言えば関西スーパーと、金剛東で言えばエコ

ール・ロゼですね。そこにしかそれなりの商業施設ができないっていう風に用途地域も指定してしまっ

ている状況も踏まえてね、例えばここにも書いてるんですけれども、用途の複合化って言ってるんです

けれども、色を変えていくとかそういうことも含めて色々考えていきたいなって思ってます。当然そう

いうことになればこの審議会の中でね、色々議論していただくことにも多分なるのかなという風には思

ってます。 

で、次の２点目の３次改訂ですね、全面改訂に向けてなんですけども、正直まだ色々手探りの状態で、
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どういう形でみなさんと連携して考えていけるのかなと。ちょっとこれは個人的なお話ですいませんけ

ど、例えば前回なんかで言えば市民アンケートを取らさしていただいてるんですけども、例えばそのア

ンケートの内容とかをこの審議会の中で色々ご提案さしていただいた中で、皆さんの意見とかもいただ

ければありがたいのかなっていうのはちょっと個人的に思ったりしています。ただ、アンケートをとる

のがいいのかっていうのも、そもそも論としてあるかもしれないんですけれども、ちょっとまだ具体的

な案っていうのは、ちょっとまだ手探りの状況というところです。具体的な案っていうのは、ちょっと

申し訳ないですけれども、今どういう風にしていこうかなっていう風に色々考えている最中です。申し

訳ないですが。 

マスタープランと審議会の関係ですね。さきほどちょっと言わさせてもらったみたいに、マスタープ

ランを策定していく中での経過ですね、さっき言った個人的な意見ですいません言うたんですけれど、

アンケートとかそういうところの策定過程の中でも色々皆さんのご意見をお伺いしながら進めていきた

いなっていう風には考えております。正直、今回この２次、今の現マスタープランですね、の策定に正

直、今の課の人間、誰も携わった人間がほとんどいてない状況なので、申し訳ないんですけれど本当に

手探りで色々やっていこう思ってますので、できれば皆さんから忌憚のない意見いただいて、反映って

いうか、色々連携もさしていただきたいなっていう風には考えております。ちょっと答えになってるか

なってないかっていうところもあるかもしれないんですけれど、申し訳ないんですけれども以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

≪山内委員≫ 

ありがとうございました。金剛地区の問題、現状認識、現状調査って言って、まあちょっとそりゃあ

やっていただくのは結構なこっちゃやけど、ちょっと遅いんちゃいまっかと。ものすごい気はしますね。

で、その時に出てくる言葉が学術専門家言うて、そりゃあ学術専門家は絶対いるんですよ、これね、専

門家は。でも住んでる人間は素人やけど、住んでんのは我々ですからね。結局はこれ、住んでる人の満

足度を高めるわけですよね、最後の目的は。満足度いうのは本人しか作られへんのですよ、これね。な

んぼ他人が、あんた満足だよね、これすばらしいね、他と比べてごついわね、なんぼ言われても１つの

材料にはなるけれど、満足度を決めるのは自分やから、市民に直接働きかけることをせん限り永久に幻

影を追いかけることになりかねない。かと言って市民も満足するかと言ったらそんなこともないんでし

ょうけど。学術専門家も絶対いるんでしょうけど、この「市民協働の都市づくり」いうときに学術専門

家いうのがすっと出てくるということ自体が、まだ考えてないということのような気がする。それから

２番目の市民協働のこと、アンケートという言葉が出てくるときにも、僕はアンケートというの絶対い

るんですよ、統計的処理するためには。でも、やっぱ肉声を聞かんとあかんのとちゃうんでしょうか。

せっかく８つの地域に分けてやってんねんから、８つの地域に説明会されましたでしょうか、別々に。

出前講座ではされておられ、要請があればされておられるでしょうけど、積極的に８つに分けた意味を、

８つに説明されたことあるでしょうか。これからは、この分けるっていうことは非常に大事なんですね。

最低、金剛東・金剛と旧村とは違います、自治の経験も。それから意識も違います。僕も町総代ずっと

やらしていただいてよくわかってきました。旧村はなんぼゆうたところで、盆おどりとかだんじりとか
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消防団でやっぱりつながりが良い意味でも悪い意味でもあります。でも新しいとこはありません。考え

方も違います。だからやっぱそのようなところ是非、今後もこの分けるって発想が非常に大事だと思い

ますので、分けることについてももうちょっと、住んでるに人間と話をしないと、学術経験者と話をし

て８つに分けましたとか、そんなことではやっぱ伝わってこないと僕は思いますので、だから、要は言

いたいのは、金剛の問題についてはもっともっとスピードを上げて考えてもらわないかんということと、

進めるにあたって市民協働の都市づくりを学術専門家とかアンケートだけに任せに、だけはしてほしく

ないということを是非お願いしたいと思います。 

 

≪議長：増田会長≫ 

ありがとうございます。最後、ご要望というか、ご提案ということで、今後ニュータウンの検討につ

いてはやはりスピードを上げるべきだという話と、市民の声を十分に斟酌してほしいという話。さらに

マスタープランを作ることについて、全面改訂についてやはりやり方を少し市民協働の視点で、十分考

えながら進めてほしいというご意見があったということでございます。他いかがでしょうか。 

はい、奥田委員どうぞ。 

 

≪奥田委員≫ 

ちょっとよく似た話になろうかと思うんですけれども、１つは今回パブリックコメントをとられたと

いうことなんですけれども、このマスタープランが作成された当時、私も、この何回目かの会議で発言

をしたと思いますけれども、平成１８年、２００６年ですね。４日間かけて、合計７回の地域別の意見

聴取会いうのがやられております。それぞれ、先ほども話があったように、このマスタープランには、

この富田林を区域別に分けて、色々な計画をされておるわけで、地域別に分けた説明会をやられて、そ

して意見を聞く、当然アンケートもとられてこのマスタープランが出来上がりました。今回も同様の手

順が必要ではないかという風に思っておったんですけれども、今回はパブリックコメントで済まされた

という経緯があります。金剛の問題で先ほど、ちょうど今画面に現われておるところで、市民協働の都

市づくりということで、市民の意見を反映できる仕組みづくりという風に書かれておりますけども、先

ほどの説明を聞けば、一般市民ではなく、特定の権利を持っているいわゆる権利者の意見を聞くという

風に説明がありました。私はむしろこの、とりわけ大規模集客施設の計画がされておる、そういう地域

については、関係団体、農業団体だとか、商業団体だとか、また、学校、ＰＴＡの関係、当然地域住民、

そういう方々の声を聞く仕組みこそ必要でないかという風に思っています。その辺改めてちょっとパブ

リックコメントにいたるまでの検討の経過とこの仕組みづくりについての見解をちょっとお示し頂きた

いんですけれども。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。特に 2 番目の市民の意見を反映できる仕組みづくりというのは少し説明不

足のところもあろうかと思いますけれども、補則も兼ねて。はい、どうぞ。 

 

≪事務局：仲野≫ 

パブリックコメントに至った経緯なんですけども、この説明の中でも、4 ページですかね。あくまで
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今回の時点修正の主な、経年変化によるものというところの観点から、パブリックコメントということ

で対応させて頂きました。もうひとつの都市計画提案制度の中の権利者の話なるんですけれども、これ

は、あくまで都市計画提案制度に基づいて提案できる人間が誰かという意味で権利者という風な形で説

明さしてもらったつもりでいてます。ちょっとその辺は説明不足やったんかも知れませんけど。提案制

度そのものは、その権利者の 3 分の 2 の同意があれば、ＮＰＯであったり、いろんな団体さんであって

も、提案することが可能ですので、ただ、そのときには権利者の同意というのが必要になりますよって

言う意味合いです。市民さんとか権利者さん、皆さんから、たとえば、こういう都市計画を変えて欲し

いとか、してほしいとかっていう提案ができますよっていう制度の説明をさせてもらったつもりです。

ちょっとすいません、説明不足やったのかなと。もうひとつ言うてはった、大規模集客施設であるとか、

そういった商業施設の立地の場合には、この都市計画提案制度に基づく、たとえば、地区計画であった

り、そういう制度に基づいて提案されてくることになるんですけども、この後説明させて頂く、ガイド

ラインというのがあるんですけれども、その中で、市としましては、周辺ですね、を含めた周知という

のを事業者のほうに、提案者ですね、のほうに義務付けていまして、都市計画提案制度の中、地区計画

の場合の都市計画の手続きの中でも、それとは別途、法的な手続きとして、16 条と 17 条に基づく縦覧

行為というのもありまして、そこで意見を述べれる場があるという、手続きの中でもそういう場がある

と。それとは別途に、提案者に対して、今おっしゃってました関係団体さん、関係されるようなところ

と調整はするように、市のほうからも指導さしてもらっているのが現状です。最近で言えば、ニトリさ

んとか、去年ですかね、都市計画決定さして頂いたんですけれども、同じ手法で動いてますので、周辺

自治会とかに説明して頂いて、事業展開の経過を説明して頂いているというのが現状です。以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい。よろしいでしょうか。いかがでしょう。 

 

≪奥田委員≫ 

何年か前に、大規模施設であるイオンがね、くるとかけえへんとかいうことが話題になりました。私、

今回の修正のひとつの大きな部分が 6 ページとかにある、商業というのを、部分の中で、とりわけかっ

こ付きですけれども大規模集客施設などということで、書き加えたことだと思うんですよ。この大規模

集客施設、前回の会議やったか、その前やったか、えらく目に付くねという話をしたら、大阪府の指導

によるものですというような答えがあったような気がするんですけども、この大規模集客施設が本当に

富田林に必要なのかどうかということを、先ほど言った話、権利者、地権者の特定の市民の声だけでは

なしに、広く市民の声を聞く必要があるんではないかという風に思っています。ガイドラインとの絡み

もあるんかも知れませんけれども、事業者には、そういう声を聞くように指導してますという今のお話

でしたけれども、市が基本的にまちづくりを進めるわけですから、市として、商業団体、農業団体、学

校、ＰＴＡそういったような関係団体の声を取りまとめて、事業者を指導していくということを、市が

主体になってまちづくりを進めないといけないのではないかなという風に思っています。先ほどの 9 ペ

ージのこの市民協働の都市づくりの市民という言葉の使い方はね、これは変える必要があるではないか

と。説明を聞かなければ真意が伝わらないような書き方は、さっきの答弁でもあったように、最初にこ

のマスタープランを作ったときの人が誰もおれへんくなってしもたという話で、人が変われば解釈も変
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わってくるような気がしますんでね、正確な記述に改める必要があるんじゃないかなという風にみえま

す。ちょっとまとまりのない発言になってしまいましたが、以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい。はいどうぞ。 

 

≪若林委員≫ 

最初のマスタープランの策定の資料が私はよくわからないんですが、今のお話をずっと聞いておって

ですね、一番問題なのは、市の区域ごとでね、人口構成がどうなっているのか、人口、性別の構造がど

うなっておるのか、それがどういう風に推移していっておるのか、そういう客観的な資料をまず前提に

して、市民から本来どういう需要がでてくるのかということを汲み取って、その上で市民の意見を聞く

という風な手順になるのではないのかな。今日の資料をざっと見せて頂いておりまして、いきなり市民

のどうとか、集客型の店舗を入れるんだという意見は、色々書いてあるんですけれども、全体的に見て

地方都市が非常に疲弊していっておる状況、その中での人口構造の特徴、そういう都市の人口構造の特

徴、推移はどうであったのか、ということを見て、今回の修正もそういうものが変化してしまったから

こう修正しましょうというんじゃなくて、そういう変化はある程度予測できるものだと思います。その

予測にしたがってプランを立てていかないといつまでたっても後手後手にまわるんじゃないかなという

風に思います。それともう１つ、土地の高度利用、９ページに土地の高度利用という言葉が出てきます。

その中で職住近接という言葉が出てきます。現代の社会で職住近接というのは一体具体的にどうやった

ら可能になるのか。職住近接というのはもともと農業であるとか漁業であるとか、そういう第一次産業

を主たる、主とした産業構造のもとでは職住近接は可能だと思います。現在の市の産業構造、住民の職

業などを考えていったときどうなるのか。例えばイオンが入ってきました、そこで働ける輪ができます

と言われても、今の状態でイオンが出てきて働くといった場合にも具体的にどういう労働の輪が提供さ

れるのか、その労働条件はどうなのか、正規雇用なのか非正規雇用なのか、そういう問題を考えていく

と、最初のその人口構造の問題とか、ということもいくとですね、市民の安定した生活に果たしてつな

がるのかどうかもちょっと見えないじゃないかなと思います。 

 

≪議長：増田会長≫ 

えっと、少し誤解があるようで今回のマスタープランは時点修正で前期の５年前の要するにマスター

プランをつくったときには人口も予測し、その状況は総合計画も毎年毎年改訂できないわけですし、総

合計画は変えてなくて総合計画は上位計画です。それに伴ってこれを時点修正をしてる中間時点の話で

あって、今のご発言は全体計画をもう一度見直す段階で反映されて、きっちりと展開されていくべき話

で、今の段階では大幅に５年前に予測した人口の形態が大幅に変わっているかというと、変わってない

というスタンスですね。で、これ部分しかご説明されていないので、全体をご説明する時間がないので

多分概要という形で変わったとこだけを説明されてますので、変わってないところについて説明されて

ないので、少しそのへんの誤解があったり、説明不足があったりしてるんじゃないかなという風に思い

ますけどね。はい。 

 



 - 11 - 

≪山内委員≫ 

あの、一面は誤解という言い方もできんこともありませんけど、冒頭にちょっとお話しましたように

時点修正ていう定義自体が既に市役所にはあるみたいですけど、一般論で修正といえば今おっしゃった

ように一体この何を達成するのか、予測ということをおっしゃって、確かにデータがいりますよね、こ

れにしたところで変わってないなら変わってないという説明が。それからもう１つは結果としてまちづ

くりの都市計画は、どんな街にしていこうとしているのか、まあ一番典型的なのが開発かコンパクトシ

ティかという、こんな二者択一でないにしても、時代的には右肩上がりの成長は終わったとか、言われ

てますし、この富田林が堺とかいうことを睨みながらそれにこうしていこうと考えてんのかどうか、や

っぱりそのへんをはっきり言うて明確にして、現時点がその自分の目標に向かってどうなってるのか、

その根拠はこういう予測数値がありますよとか、そういうことが本来の見直しであって、確かに時点修

正という今までのやり方からすれば過去を振り返るというぐらいのもんでいいんかもわかりませんけど、

これだけ時代の変化が大きいというよりも非常に問題自体が大きい状況の中で過去の修正だけをやっぱ

り僕は反映するような時点修正やったらやめた方が、やめたらというか事務的にやりはったらいいだけ

のことで、わざわざ審議会で審議するほどのこともないわけで、審議会でやる、値打ちがあるとすれば、

今ご指摘あったように客観的なデータをもとに自分の目標が達成できるんかどうか、あるいはどんな目

標をたてるべきやと、その根拠はこういう客観的データがあるんだとか、やっぱりせめてそのぐらいの

ことはやっぱり本来なら修正でやる限りはそのぐらいのことはせないかんのじゃないかなと、僕自身は

そう思います。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、どうぞ。 

 

≪京谷委員≫ 

あの、多分審議会で一番大切なのはやっぱり、マスタープランの目指す１０年後の中間で見直しをし

ていくことも大切やと思うんですけれど、そしたら、あと５年後１０年後のね、やっぱりまちづくりて

どうしたらいいんかっていうことの議論だと思うんですよね。で、さっきご意見若林委員からいただい

たんですけども、多分すごくこう人口構成が変わってきてると。で、私達が想像する以上に例えば高齢

化や、例えば高度成長期にですね、開発された住宅地っていうのはすごく私ら実際に現場にいる人間と

したら、訪問したらですね、ものすごい高齢化も進んでてですね、お一人暮らしが増えてて、３年前ま

では家に住んでた人がもう空き家になってるとか、そういうことがすごく肌身で感じて、いわゆる高齢

化が切迫した問題としてね、身近に感じる中でですね、このマスタープラン全面改訂についての意見な

んですけども、従来型の高度成長期の拡散型構造ってございましたよね、各地域で昭和４０年代にです

ね、切り開いて住宅開発をしてきたということがあってですね、そこがすごく高齢化して空き家対策と

か、そういうのがものすごい増えていく中でですね、今後コンパクトシティ化を目指す集約都市構造に

するということなんですけれども、人口減少が現実どんどん起こっていく中で、そういう空き家対策と

か、昭和４０年代に開発された地域をね、具体的な対策をせずにどういう風に、ほったらかしにしてい

るとですね、どんどんそういう拡散型都市構造の中で生まれたまちづくりがですね、高齢化がどんどん

進んでいるわけですよ。で、そこらへんの対策もきちっとやっていかなあかんし、多分あとで話がある
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と思う、市街化調整区域を規制を緩めてですね、人口を呼び込んで家を建てたりそういうことのできる

ような土地利用できるというその両輪の対策が必要だと思うんですね。だけどこれちょっと見てみると、

そこらへんの空き家対策とか、既に見捨てられたといった言い方はあれなんですけれども、すごく人口

が高齢化で減少している街に対してどういう風なフォローをするんかということが、ちょっとこれには

見えないなという感じがあるんですけれども、そこらへんどう考えているんか教えていただきたいなと

思うんですけれど。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

≪事務局：仲野≫ 

確かに委員おっしゃるみたいに空き家対策、老朽している、人が使わないと家っていうのは古くって

いうか脆くなってゆくんで、当然老朽家屋っていう問題に発展していくことになりますんでね、ちょっ

と金剛地区の話になってしまうんですけれども、まあその空き家ですね、おっしゃってるみたいにどち

らかというたら戸建住宅の方がやっぱりできたときに同じだいたい世代の人がいっぺんに入ってしまっ

ているっていう問題があって、高齢化が多分他の、こう言ったらあれですけど旧村に比べて徐々に起こ

るんではなくって、一斉に起こってしまうっていう問題が出てきます。で、多分もうあそこができてだ

いたい４０年から５０年経過して、当時例えば３０くらいで購入されておられれば、だいたい７０、８

０っていう年代に皆さんなってこられてるっていう現状がありますので、先ほど山内委員がおっしゃっ

てたみたいにやっぱりこっちの旧村とコミュニティーの形成の仕方が違うんですよね。子供さんが一緒

に暮らすっていうのんも、やっぱりそのニュータウンではなかなかないというところで結局ご高齢のご

夫婦だけ、場合によっては独居でお暮しになってるっていう可能性が高いのかなと。てなってくると、

先ほど言われたみたいに空き家っていうのが出てくるっていう話になります。まあ、今色々検討してい

る最中なんですけども、例えば他の自治体さんであれば、ハウスシェアであったり、貸家ですね、家を

うまいこと皆さんでこう若い世代に貸して、実際住まわれていた方はもっと便利な駅前のマンションで

暮らすとか。そういういろんなスキームを実際に運営されているところもありますので、そういうこと

も含めて今色々検討していきたいなって思ってるところです。以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。はい。 

 

≪京谷委員≫ 

結構です。あの、私がお願いしときたいのは、大規模な商業施設を呼び込んだりね、市街化調整区域

を土地利用することはいいと思うんですよ。やっぱり、人口流入とか、そういう活性化をしないと、じ

り貧になるという部分もあるんでね。ただ、やっぱりもうちょっと今ある既存のそういう高齢化が進ん

でいるような住宅地の在り方いうものをもっとやっぱり真剣にね、考えてもらわないと、そこを抜けて

新しい商業施設とか土地利用ばっかりを呼び込む施策ばっかりをやってもね、両方やらないとやっぱり

今住んでいる人を大切にするっていうね。高齢化が進んでて、人口がそこが減ってて、住み続けられな
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いというような状況が起こっている地域はいっぱいあります。交通問題もそうですし、買い物難民みた

いな、地域によっては買い物難民が発生してたりですね、そういうところがあるんで、そこらへんの視

点といいますかそういうところをもっと明確に位置づけて、全面改訂に向かってやっていただきたいな

と思います。これは希望ですけども。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございます。はい。 

 

≪若林委員≫ 

ちょっとそれとですね、今のお話でも時点修正を 

 

≪議長：増田会長≫ 

手を挙げて発言をしてください。 

 

≪若林委員≫ 

すみません。 

 

≪議長：増田会長≫ 

若林委員どうぞ。 

 

≪若林委員≫ 

時点修正をしていくんです、というお話で、それで最終的には全面改訂を目指しておりますと。そこ

に集約型都市構造ということですね、拡散型都市構造と集約型都市構造では１８０度転換していくわけ

ですから、時点修正のときにもね、客観的な資料を見せていただいて、今の人口構造はこういう風にな

っていっていますと、この地域の平均年齢はこういう風になっておって、人口構成はこうなっておりま

す、所得水準はこれくらいで、この１番最初に開発された頃は壮年期の大阪市内で働いて、収入をある

程度得てた人がこちらに居住されたと思うんですね。それが今はもう、年金収入がほとんどの方になっ

てくると、従来のような都市計画ではやはりだめなんで、そのへんの現実にどうなってますかという数

値をまず明らかにしながら検討するべきじゃないんでしょうかね。そのへんの数値があまり出てこない

というのが非常に私なんかはイメージできないんです、頭の中で。そういうものが出てきたら、ああこ

ういうところが問題だからこうなんだなというところがイメージできるんですけども、客観的なそうい

う現実となる数字ですね、それも明確にしていただいた方がいいと思います。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ご意見ということで。阪野委員どうぞ。 

 

≪阪野委員≫ 

この審議会は計画の審議会で実施の審議会じゃないんですけれど、両方リンクすると思うんですけれ
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ど、この最初のパブリックコメント、東西交通路の問題があるからこの前の都市計画道路の見直しの時

には東西交通路に関するのは見直しせんと残しといたったぞと書いていただいてるんですけれど、じゃ

あ、それ一体いつ実施されるんでしょうか、また実施主体はどこなんでしょうか。て言うのは、もしそ

れが計画はあるけれどもいつまでも実施されないということであるのならばですね、さきほどの今後の

都市計画の見直しの中で、金剛団地の中の問題ともからめて、もともと狭山森屋線が本来片側２車線必

要だったけれども当時、住宅難を解消するためにできた団地やいうことで、道ぎりぎりまで住宅地とし

て抽選なんかやったからそこへ住まはった人はびっくりしてですね、公害問題なんか起こったわけです

ね。一方、今そこで空き家問題が起こってきている。そうすると、例えば道路沿いの今後、皮一列ぐら

いは多様な利用を可能な形にしてですね、そこの土地の値段を上げることによって、そこに住んではる

人たちを奥の閑静な所へ、空き家の方へ移ってもらうことが出来て、そこはあの道本来の昔の 2 車線に

もどすとかですね、そういったことも含めて考えて、一方では、隣に道を広げる計画があるからこっち

は１車線のままでよろしいねん、それでこっちもいつまで経ってもどっちもできないなんてのはね、ち

ょっと実施と計画とのリンクの関係で、私の質問に答えていただけたらというかんじがするんですが。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。 

 

≪事務局：仲野≫ 

確かに、委員おっしゃるみたいに、元々、あそこは歩道がすごく広くて、私も聞いた話、元々は 4 車

線で外環状線まで当たる計画やったと聞いています。 

 

≪阪野委員≫ 

いったんそれでスタートしたんです。 

 

≪事務局：仲野≫ 

ですね。 

 

≪阪野委員≫ 

公害調停で。 

 

≪事務局：仲野≫ 

当時そういう公害、ね、いろんな問題があって、ああいう風な形で車線を絞ったっていう風に聞いて

るんですけれど、ただ、まだあそこの道路自体、色々課題を抱えてるていうのも現状という風に聞いて

おりますので、ただ、例えば新設道路で解消するのか、おっしゃってるみたいに、例えば土地利用その

ものですよね、変えてしまって、既存のストックをうまいこと活用するのか、それは色々な観点がある

と思うんですけども、今回、次の全面改訂に向けての話、さっき言ってました土地の高度利用という中

では、そういうプランもひとつは出てくるのかなと思ってるんですけども、ただ、正直な話、公害調停

道路になってるはずなんで、そこの問題をクリアしないと、車線を増やすというのは、色々なハードル
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があるのかなと。前回の都市計画道路見直しの中では、これも長い話で申し訳ないんですけども、向こ

う 10 年か、20 年間の間に整備していく方針のものを存続としようという形で、大阪府さんの基本方針

を立てて見直しを行った経緯がありますので、今言われた意見を踏まえて、どちらがより効率的なもの

なのかとか、いろんなハードルが、どちらが超えていきやすいものなのかとか、計画論ではなくて、実

施計画の中で、どういう風な形で動いていくのかということを検討していかなあかんのかなと思ってい

ます。 

 

≪阪野委員≫ 

二ついっぺんに質問した中で、最初の質問で、並行する道路の拡幅の時期の見通しはぜんぜん立って

ないんですか。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。 

 

≪事務局：仲野≫ 

既存の森屋狭山線のことですよね。 

 

≪阪野委員≫ 

北側の道とかは。 

 

≪事務局：仲野≫ 

狭山河南線ですかね。具体的にいつからどうするっていうのはまだ決まってません。大阪府さんの方

の中で、当然、府下全体の中で、都市計画道路をどう整備していくのかていうのんを計画部門と実施し

ている道路課さんと調整されていると思うんですけれども、その中で、羽曳野さんからちょうど藤井寺

へ向かうような、縦断方向に出来る道路とかを整備されている状況なんですけれども、八尾空港から美

原の方に抜けてくる道路整備されているですけれども、当然、その後はどうしていくのかという部分は

あるんですけれども、具体的にいつから何をするって言うのは、今のところは何もない状態です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。他は。かなり次回の全面改訂に向けては、従来どおりのやり方よりはもう

少し、緻密に市民参画の話であったり、あるいはここの審議会でのやり取りであったり、そのあたりを

基本的にかなり、やり方そのものを検討いただかないといけないというような話と全面改訂まで 5 年と

いってもかなり作業はその前から始まりますから、どの時期ぐらいからそういう検証とか、この 10 年

間の評価とか、そのあたりを具体的にどう進めていくのかとか、その辺のやり方も少しご検討いただか

ないといけないという風なご指摘がたくさん出てようかと思います。もう一点は、社会構造が大きく、

今は 5 年、前回作ったときの 5 年、さらに今期の 5 年をいれると 10 年というと大きく変わりますから、

それに対して、どういう社会動向をどうふまえるかというところについても、十分検討しておかないと

いけないというご指摘も頂いております。その辺少し事務局の方で斟酌いただいて、今後の全面改訂に
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向けての取り組みというところについては少し、検討を深めて頂きたいなと皆さん方の意見かと思いま

す。ありがとうございます。いかが致しましょう。時点修正というのでまだ不十分だというご意見もご

ざいますけれども、過去 4 回、ここの中で議論を進め、なおかつ、市民の方々に対してパブリックコメ

ントをし、市の考え方も公開してきたということでございますので、この第一号議案については、今日

はなんらかの意味で決議をしておきたいと思うんですけれども、いかがでしょうかね。よろしいでしょ

うか。ありがとうございます。そしたら、第一号議案につきましては、先ほど言いました、全面改訂に

向けての課題整理ということに対しては、十分ご配慮いただくということを前提に、原案どおり可決す

るということでご異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

≪委 員≫  「 異議なし 」 

 

≪議長：増田会長≫ 

ありがとうございます。それでは、『議第 1 号』『富田林市都市計画マスタープランの時点修正につい

て』は、原案どおり可決することといたします。ありがとうございました。 

それでは、議論の中でもだいぶ出ていましたけれども、大きく関連します『報告案件 1』『富田林市市

街化調整区域における地区計画のガイドラインの改訂について』、これは報告案件ですけれども、ご説明

いただければと思います。宜しくお願いします。 

 

≪事務局：泉≫ 

まちづくり推進課の泉と申します。よろしくお願いします。 

それでは、報告１「富田林市市街化調整区域における地区計画のガイドラインの改訂について」説明

させていただきます。お手元の資料に、前面のスクリーンと同じものとガイドラインの改訂案をお配り

しておりますので適宜ご覧ください。 

なお、この案件は前回の本審議会にてご報告させていただいておりますが、今回は、具体的な変更内

容について説明させていただきます。 

まずは、改訂理由について説明します。1 点目は当初想定していた土地利用との相違がございます。

策定したときの想定は、都市計画法の改定により、廃止となった大規模開発の代替的なイメージもあり、

大規模な住宅地開発や、大規模な商業施設の立地を想定しておりましたが、策定して 5 年が経過した今

は定期借地による商業施設や、最小限の面積による商業施設の立地相談が多くなっております。 

次に、2 点目の理由としましては先ほど、議第 1 号でご審議いただきました「都市計画マスタープラ

ン」の時点修正に伴うものでございます。説明でもありましたとおり、都市マス上の土地利用方針にお

ける、土地利用調整エリアにおいて、商業を産業・医療とし、立地可能な用途を拡大したことを受け、

このガイドラインにも反映をさせて参ります。 

それでは、具体的に内容を説明します。 

説明に入ります前に、便宜上、現ガイドラインを旧ガイドライン改訂案のガイドラインを新ガイドラ

インとさせていただきます。 

まず初めに、ガイドラインの構成についてですが、旧ガイドラインは 12 項目から構成されています

が、新ガイドラインでは、10 項目へと構成を変更しております。これは、日頃業務を行っている中で、
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わりにくいとのご意見や、類似した内容が書かれている項目がありましたので、内容等を精査し、統合

したためです。では、内容について、新ガイドラインに沿って項目ごとに簡単に説明します。 

まず、1.目的・背景についてですが市街化調整区域の地区計画がクローズアップされた背景、ガイド

ライン策定の目的を記しています。次に、2.土地利用の基本的な考え方についてですが、市街化調整区

域の基本理念を踏まえ、地域のまちづくりに寄与できる土地利用を目指すなど調整区域における地区計

画提案に際しての基本的な考え方を記しています。次に 3.適用区域についてですが、都市計画マスター

プランの土地利用方針における『土地利用調整エリア』としております。次に 4.基本事項についてです

が、本市の各方針との整合、周辺環境への配慮、禁止区域等の地区計画提案時の留意事項を記していま

す。次に 5.地区計画の内容についてですが、地区計画を定める際の細かな事項を記しています。次に、

6.類型・基準についてですが、提案する際の用途、立地基準、建築物の制限等の具体的な基準を定めて

おります。こちらは、変更点が多くございますので、詳細について、後程、説明させていただきます。

次に、7.条例による土地利用制限の適用についてですが、地区計画区域内における建築物の制限及び緑

化率の関することを条例で規定するとしております。次に 8.委任についてですが、このガイドラインの

規定にない事項が発生した場合の判断に関する委任事項となります。次に 9.附則（平成 20 年 6 月 2 日）

についてですが、こちらは旧ガイドライン施行時の附則となります。最後に 10.附則についてですが、

この新ガイドラインを施行するにあたっての経過措置等を定めております。こちらも後ほど、説明いた

します。 

それでは、6.類型・基準について説明します。まずは、類型から説明します。類型は、大きく 2 種類

にわけており、住居系、非住居系となります。まず住居系ですが、住宅型のみとなり、非住居系は、 

幹線道路沿道型と大規模集客施設型の 2 種類に分けています。この類型については、旧ガイドラインか

ら変更はございません。それでは、基準について、類型ごとに説明します。 

最初に、住居系の住宅型について説明します。住宅型は、戸建住宅の立地を計画した基準です。まず、

立地要件についてですが、旧ガイドラインでは、車線数 2 以上の幹線道路に接道し、隣接する市街化区

域と一体的な用途地域が形成できる場合は面積を 0.5ha 以上とし、また、一体的な用途地域が形成でき

ない場合は 5.0ha 以上としておりましたが、新ガイドラインでは、市街化区域と隣接する場合について

は、面積を 1ha 以上とし、一体的な用途地域について、より明確なものとするため第一種低層住居専用

地域を追記しております。また、一体的な用途地域が形成できない場合は、5.0ha 以上のままとしてお

ります。 

次に整備基準について、説明します。まず、地区施設についてですが、道路、緑地・公園・広場には

変更はなく、道路については、本市開発指導要綱の基準を満たすもの、道路ネットワークを勘案した適

切な配置と後背地への配慮を項目にあげ、緑地等については、大阪府自然環境保全条例と同規則、自然

環境の保全と回復に関する協定実施要綱、本市開発指導要綱を満たすものとしております。追加項目と

しまして、面積要件を 1ha 以上としたことにより、調整池の整備が必要となるため地区施設として項目

を追加し、その基準としましては、大和川下流域調整池技術基準（案）を満たすものとしております。 

次に建築物等に関する事項ですが、旧ガイドラインでは、建ぺい率を 50％以下、容積率を 100％以

下、敷地面積を 150 ㎡以上、壁面の位置を周囲 1ｍ以上、高さを 10ｍ以下とし、第一種低層住居専用

地域並みとしております。この内容に関しましては、新ガイドラインにおいても変更しておりません。

また、新ガイドラインでは、留意事項としまして、開発面積に対する緑化率 20％以上の確保と、開発後
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の利便性等を勘案し、面積が 10ha 又は戸数が 300 戸以上の場合は、生活利便施設を設置することが

できるとしております。 

次に、非住居系の幹線道路沿道型について説明します。幹線道路沿道型は、商業、産業、医療等の建

築物の立地を計画した基準です。まず、立地要件ですが旧ガイドラインは、歩道整備された車線数 2 以

上の幹線道路に接道し、面積は 0.5ha 以上で、区域の過半が道路から 100ｍ以内にあることとしてお

りますが、新ガイドラインでは、接道要件を車線数 2 以上の幹線道路と変更し、面積を 1.0ha に引上げ

ます。なお、区域の過半が道路から 100ｍ以内にあることについては変更はございません。 

次に、整備基準について説明します。まず、地区施設についてですが、住宅型と同様に調整池の項目

を追加しており、内容についても、住宅型と同様となります。 

次に建築物等に関する事項ですが、旧ガイドラインでは、用途を近隣商業地域、建ぺい率を 60％以下、

容積率を 200％以下、敷地面積、高さの規定はなく、壁面の位置を幹線道路側 5ｍ以上、隣地側 3ｍ以

上としておりましたが、新ガイドラインでは、用途制限を原則、近隣商業地域及び準工業地域の用途制

限に準ずると変更しています。これは、先ほどご審議いただきました都市計画マスタープランの時点修

正で、土地利用調整エリアについて、産業・医療としたことにより、立地できるものを拡大し、都市マ

スとの整合を図っております。次に、壁面の位置についてですが、旧ガイドラインでは、幹線道路側は 5

ｍ以上、隣地側は 3ｍ以上としておりましたが、新ガイドラインでは周囲 5.0ｍ以上と強化しています。 

次に、留意事項としまして、住宅型と同様に緑化率 20％以上を記載し、加えて、定期借地による場合は、

借地期間終了後の土地利用を見据え、土地所有者等による協議会等の設置を義務付けています。これは、

定期借地終了後の諸問題に対処させることを目的にしております。 

最後に、非住居系の大規模集客施設型について説明します。大規模集客施設型は、大規模な商業施設

の立地を計画した基準です。まず、立地要件ですが、旧ガイドラインは、歩道整備された車線数 4 以上

の幹線道路とそれ以外に幹線道路と 2 方の道路に接道し、面積は 0.5ha 以上としておりましたが、新ガ

イドラインでは、面積を 5ha 以上とし、道路要件については、車線数 4 以上の幹線道路及び車線数 2

以上の幹線道路と 2 方の道路に接道することとしております。 

次に整備基準についてご説明します。まず、地区施設についてですが、住宅型、幹線道路沿道型と同

様に調整池の項目を追加しております。内容についても、同様となります。 

次に建築物等に関する事項ですが、旧ガイドラインでは、建ぺい率を 60％以下、容積率を 200％以

下、敷地面積、高さの規定はなく、壁面の位置を道路側 5ｍ以上、隣地側 3ｍ以上としておりましたが、 

新ガイドラインでは、壁面の位置を道路側 5ｍ以上、隣地側 3ｍ以上から、周囲 10ｍ以上と強化してい

ます。また、留意事項としまして、住宅型、幹線道路沿道型と同様に緑化率 20％以上を記載し、加えて、

幹線道路沿道型と同様に、定期借地による場合は、借地期間終了後の土地利用を見据え、土地所有者等

による協議会等の設置を義務付けています。以上が 6.類型・基準の変更内容となります。 

最後に、10.の附則について、ご説明します。（１）には、新ガイドラインの施行日を、（２）には、経

過措置を、（３）には、法改正やその他社会状況の変化等により、必要に応じて改訂する旨を記載してお

ります。 

（２）の経過措置についてですが、新ガイドラインを施行するまでに申請があったものに対し、一定

期間を設け、旧ガイドラインの基準を運用するためのものです。今回の経過措置としましては、新ガイ

ドラインの施行前に、都市計画提案制度による都市計画提案書の本申請が提出され、本市が都市計画の
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決定を行うと判断しものであって、新ガイドラインの施行日から起算して 3 年を経過する日までに、都

市計画法第 17 条の規定に基づく案の縦覧が行われるものについては、旧ガイドラインの規定を適用す

ることができるとしております。 

今回の改訂についてですが、都市計画マスタープランの時点修正で立地可能な用途を広げ、この新ガ

イドラインで整備基準を厳しくすることをポイントとして改訂をしております。 

今後のスケジュールとしましては、パブリックコメントを行い、その結果を踏まえ、次回の本審議会

への付議を予定しております。以上で、報告 1「富田林市 市街化調整区域における地区計画のガイド

ラインの改訂について」の説明を終わります。ありがとうございました。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございます。ただいま、ご報告を頂きました『市街化調整区域における地区計画の

ガイドラインの改訂について』、ご意見あるいはご質問等ございましたらいかがでしょうか。はい、奥田

委員どうぞ。 

 

≪奥田委員≫ 

これ、一言で言うて、今回の改訂はね、改訂の意味やね。規制が強化されるのか、緩和をされるのか。

21 ページの大型集客施設のところで、先ほどの説明を聞いてると、この元は歩道整備された車線数 4

以上の道路という風になっていたのが、歩道整備というのが抜かれてるのを見ると、なんか規制が緩和

されたんかなと取ったんですけれども、基本的には今回の改訂というのはどこにポイントが置かれてい

るんか、ちょっともういっぺん教えてください。この最初の 17 ページに改訂理由というのが書かれて

おるんですけれども、今回の改訂によってどうなるんか、市民にとってどうなるんかというのをちょっ

と教えてください。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございました。はい、いかがでしょうか。 

 

≪事務局：仲野≫ 

委員がおっしゃるみたいに、立地要件としては若干緩めているところもあります。ただ、それに際し

て、今度整備して頂く基準を厳しくしてるというのがポイントになります。何が厳しくしたんやという

のはあるんですけど、最低敷地面積を 5,000 ㎡から 1ha に上げさしていただこうと思ってます。これ

によりまして、調整池であったり、緑地の整備義務が大阪府の条例等によって、義務化されることにな

ります。5,000 ㎡であれば、指導的な内容であるんですけれども、義務的な話が出てこないところがあ

るので、それをすることによって、雨水の、今、流行といってはおかしいですけど、ゲリラ豪雨に対応

するために周辺への影響を出来るだけ軽減するために、そういう設置義務をより明確化なものにしたい

なという風に考えています。実際の運用の中で、表現がわかりにくいという部分がかなり、提案者の方

から問い合わせもありまして、その中で文言の整理をさして頂いたというのも今回のポイントとなって

おります。以上です。 
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≪議長：増田会長≫ 

よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。はい、司委員どうぞ。 

 

≪司委員≫ 

19 ページのところの住宅型の新ガイドライン、これ基本的なことなのかもわからないですが、留意事

項のところに、面積が 10ha 以上または戸数が 300 戸以上の場合、生活利便施設を設置することがで

きると書いてあるんですが、この生活利便施設とは具体的になんなんでしょうか。集会所とかじゃない

んですよね。 

 

≪議長：増田会長≫ 

いかがでしょうか。 

 

≪事務局：泉≫ 

想定しておりますのが、梅の里とかのようなちょっとした商業施設で、そのコミュニティで完結する

ようなまちづくりをしていかないといけないのではないかと考えまして、この項目を追加しております。

以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

よろしいでしょうか。 

 

≪司委員≫ 

ということはスーパーとかそういう買い物できるところということですね。 

 

≪事務局：泉≫ 

そうですね。いわゆるコンビニとか、そういう感じをイメージしております。 

 

≪司委員≫ 

わかりました。 

 

≪議長：増田会長≫ 

よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、山内委員どうぞ。 

 

≪山内委員≫ 

生活利便施設という発想がおもろいね。今、司委員がおっしゃったように、集会所を作るとかいうの

も当然出てきてもいいような気がするんやけど、つまり、コミュニティで完結できるとおっしゃった言

葉にちょっと僕は引っかかって、今言ってるんですけど、コミュニティとはなんやねんと。コンビニが

あったらコミュニティかと言うてつっこみを入れたくなっただけのことなんですけど。もうちょっと、

生活利便施設というのは、確かに、奥田委員もおっしゃったけど、後で課長が代わったらなんやわかれ
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へんようになったことのならんように、具体的例示をしといて頂いたらどうですかね。お願いします。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかかでしょう。まず、集会所が建てれるのか建てれないのかという回答と、それと要するに、

生活利便施設を何々等と具体的例示を入れるかどうかと二つあろうかと思うんですけど。 

 

≪事務局：仲野≫ 

最終的には建築条例っていうのを定めることになるんですけれども、住宅型はやはり、第一種低層住

居専用地域というのをイメージしておりまして、建築基準法で定められているものは、建築可能ですよ

という形になるので、集会所とかは元々可能な範囲になります。ただ、先ほどの金剛地区の現状を踏ま

えまして、それなりの戸数が集まったときに、やはり住宅だけでは暮らしにくいのではなかろうかとい

うところで表現をこういう形で入れさせていただいてます。イメージとしてはおっしゃっているみたい

に、ある程度簡単な買い物できるようなスーパーみたいなイメージですね。まさに、先ほど泉のほうか

ら説明させて頂きました梅の里、ちょうど真ん中に万代、スーパーがあるんですけれども、ああいう一

団地のまとまりが出来たときに、ああいう形のものがあればいいのかなと、ただ、これも表現的にはで

きるという表現をさしていただいていますので、そこは協議の中で色々決めていくことになると思いま

す。ご意見でありましたとおり、生活利便施設という言葉が独り歩きしないような形では色々検討した

いと思います。以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。これは報告案件で、先ほ

どもございましたように、今日のご意見を受けて、少しご検討いただいた後、パブコメをして、次回の

都市計画審議会で付議、審議いただくという予定だということでございますので宜しくお願いしたいと

思います。ありがとうございました。これで議案としては終了でございますけども、何かこの際にご発

言ございますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、吉村委員どうぞ。 

 

≪吉村委員≫ 

二点だけ。意見なんですが、先ほどからパブコメの話がずっと出てましたが、大阪府でもいろんなこ

とに対して、パブコメを取るんですが、なかなか意見が集まらないというのが現状なんで、市民の方々

の意見をいかに集約、把握するのかという手法や作法については、また知恵を絞って欲しいなと思って

います。モデルになるような形でお願いしたいと思います。それともうひとつは、直接、富田林ではな

いんですが、千早赤阪村がいわゆる過疎地に指定をされる、公示をされるということになって、4 月 1

日からそういうことになりまして、過疎対策債を受けれると。どんな風にしていくのかということにつ

いて、大阪府としても方針を作ったり、千早赤阪村としても計画を作るということになるんで、直接、

富田林としては、ただ、隣接してるという意味とにおいては、都計審の議論にはならないと思いますが、

それも含めて、色々情報収集をしといてもらって、齟齬のないようにお願いしたいなという風に思いま

す。以上です。 

 



 - 22 - 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございます。はい、奥田委員どうぞ。 

 

≪奥田委員≫ 

一点要望しておきたいと思います。先ほどのところでも発言しましたけれども、とりわけ、市街化調

整区域における調整エリアの利用について、先ほどは市民の声、意見を反映できる仕組みづくりという

ところでお聞きをすれば、特定の地権者からの都市計画提案という意味だという説明でありましたけれ

ども、それだけを持って市民の声を聞くとか市民協働という風にいって欲しくないという風に思ってい

ます。ガイドラインとの関係でもそういう大型集客施設、とりわけ大型集客施設、広くは土地利用調整

エリアの活用については周辺地域住民、それから商業団体、農業団体、学校関係団体の声を市として聞

くという仕組みを作って頂きたい。計画書の縦覧制度がありますよということだけで終わらせることな

く、市としてそういう関係者の声を聞くという制度を作っていただきたいということを要望しておきま

す。以上です。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。 

 

≪若林委員≫ 

17 ページの土地利用方針の変更というか修正のところで、産業・医療と書いてありますけれども、医

療とは具体的のどういう風なものを想定されていますか。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。 

 

≪事務局：仲野≫ 

医療法の関係で色々あるとは思うんですけども、基本的には病院ですね。市街化調整区域、開発許可

制度が変更になりまして、相当規模の病院というのが調整区域では昔は立地できたんですけども今は出

来なくなってると。そういうとこも踏まえて、それをカバーする意味でこういう表現を加えさして頂い

ています。 

 

≪若林委員≫ 

私は、医療といわれたら、今の富田林の南大阪全体の人口構造から介護の問題も一緒に入れておかな

いとと思います。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、いかがでしょうか。 

 

≪事務局：仲野≫ 
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介護施設につきましては、既存の開発許可の中で、一定認められるレールがありますので、それはそ

ちらで担保されているという風に考えております。先ほど言ったみたいに、都市計画法の変更に伴って

従来は出来ていたものが、今できなくなっている部分があります。そういうところをカバーする意味で

地域でこういうルールを作っているというイメージをしていただければ。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、よろしいでしょうか。はい、司委員どうぞ。 

 

≪司委員≫ 

先ほどのことなんですけど、この 300 戸以上の場合は生活利便施設を設置することができるという風

に文言で書かれてるんですけれども、これは、開発のときに市が指導するのか、それとも開発するとき

の協議でするのか、その辺がどういうことなのか。例えばね、金剛伏山台とか ECORO タウンでも合わ

したら、300 どころか、すごい大きな 1,000 戸近い戸数になりますよね。ああいうところに、こうい

った買い物がちょっと出来るような施設ができれば、買い物に利便性が出てくるんですけれども、例を

挙げればね、市が指導できるのか、開発するときにそういう用地をしたりするのか、ちょっとどうなの

かということを教えて欲しいのと、一番最初に今回の審議会の中で、課長の方からも、前回のマスター

プランを策定して時のメンバーがほとんどいないというお話をされましたよね。それはそれで、その時

の経緯なども参考に聞くことはすごく大事だと思うんですけど、やはり、これから少子高齢化また、人

口減少の中で、今見ればすばらしい若い人たちがたくさんいらっしゃいますので、そういった人たちの

新しい発想でしっかりしたものを作って頂くことを要望しておきます。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、一点目はいかがですか。 

 

≪事務局：泉≫ 

金剛錦織台とかを見て、あったほうが良いのではないかということで、市として指導するのではなく、

提案が出来ますよという風にしております。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、よろしいでしょうか。 

 

≪司委員≫ 

はい、わかりました。 

 

≪事務局：仲野≫ 

ちょっとだけ補足すると、金剛錦織台もちょうど真ん中の通りのとこには併用住宅言いまして、全て

が住宅じゃないとだめですよというわけではなくて、一部店舗もできますよという風に、元から開発の

ときにゾーニングもしているので、そこは実際にされるときの立地要件もあると思うんですよ。例えば
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隣接に店舗あるのに、区域の中に作る必要がないやんという話が当然出てくると思いますので、そこは

あくまでここに書いてありますとおりできるということで、協議の中で事業者と連携して決めていくと

いう形になるのかなと。 

 

≪司委員≫ 

はい、わかりました。 

 

≪議長：増田会長≫ 

はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。この都市計画審議会もそうですけど、やはり時

代的に、今よく言われています PDCA ですね。プランを立てて、実行されて、それをきっちりと数値を

踏まえてチェックをすると、それをもう一度アクションという形でどこに予算に反映さすのか、事業見

直しに反映さすのか、計画に見直しをしていくのかという、こういう PDCA というのは、まだまだ富田

林だけではなくて行政全体としてまだまだ謳い文句だけのようなところがあるものですから、次期の改

定に向けては、それがちゃんと実行できるようにということが、今日いただいた大きな課題だと思いま

す。もう一点は、やはり市民参画と言うようなのを具体的にどう本当にこの市の中で進めていけるのか

と、このあたり大きな宿題をいただいたといいますか、ご要望いただいておりますので、事務局のほう

も今後の取り組みに対してご配慮といいますか、十分ご検討いただきたいという風なことだと思います。

よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 


